
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号 

平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
五
十
七
号
（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害

補
償
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
介
護
補
償
の
支
給
金
額
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
八
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改
正
後
の
告
示
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

令
和
八
年
四
月
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」
を
「
九
万
七
百
九
十
円
」
に

改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
四
万
二
千
七
百
円
」
を
「
四
万
五
千
四
百
円
」

に
改
め
る
。 

2c26b95438a0709b8d40afe6af7b9966


		Motohiro Ohno
	2026-04-16T14:30:54+0900
	日本
	2026-04-16 14:30:44 +09:00 JSTに承認しました


	



